上場制度に関する投資家向け意見募集（回答用紙）

1． 提出者情報

（個人の場合）

· 名前:
· 職業・会社名:
（法人・団体等の場合）

· 名称：

· 連絡者名：

· 住所:
（共通事項）
■提出者の名称の公表に関する同意（※）：　　同意します　・　同意しません　　　
· 属性:（国内機関投資家、海外機関投資家、国内個人投資家、海外個人投資家）

· 電話番号:
· メールアドレス:
（※） ご同意いただいた場合は、頂戴したご意見の取りまとめ結果を公表する際に、個別のご意見との関連が特定されない形で、ご提出者の名称を併せて公表させていただく予定です。
	上記で名称の公表について同意をいただいて当取引所がご意見のとりまとめに際して提出者の名称の公表を行う場合を除き、氏名、住所等の個人情報は、送付いただくご意見の管理、内容の照会のためにご記入をお願いしております。東証の個人情報の取扱いについては、以下のページをご覧ください。

http://www.tse.or.jp/about/privacy/index.html


2． 回答の内容
①これまでに実施した施策に対する評価及びその理由
　ａ　第三者割当に関する対応

＜施策の概要＞

２００９年８月に、既存株主の権利の希薄化や上場会社による大株主の選択といったコーポレート・ガバナンス上の重要な問題点を含む第三者割当への対応として、上場制度に以下の点を導入しました
。

・希薄化率が２５％以上となる第三者割当を実施するとき、又は、第三者割当により支配株主が異動するときは、原則として、株主総会の決議などの株主の意思確認、又は、社外取締役などの経営陣から独立した者からの意見の入手を実施することを求める。

・第三者割当により支配株主が異動するときは、支配株主との取引について定期的に報告を求め、当取引所がその健全性を確認する。

・希薄化率が３００％を超える第三者割当を実施するときは、株主及び投資者の利益を侵害するおそれが少ないと当取引所が認める場合を除き、その上場を廃止する。

・発行価格の算定根拠やその内容、有利発行等に関する充分な開示を義務づける。

＜上記の施策に対する評価及びその理由＞


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



　ｂ　独立役員制度の導入

＜施策の概要＞

２００９年１２月に、一般株主保護の観点から、上場会社に対して１名以上の独立役員（一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役又は社外監査役）を確保することを求める制度を導入しました
。あわせて、上場会社に対しては、自社のコーポレート・ガバナンス体制の選択理由について、適切に開示を行うことを義務づけました。

＜上記の施策に対する評価及びその理由＞


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



　ｃ　支配株主による権限濫用を防止するための施策の整備

＜施策の概要＞

２０１０年６月に、支配株主（親会社又は議決権の過半数を実質的に支配している主要株主）による権限濫用を防止する観点から、支配株主を有する上場会社が、支配株主との重要な取引等を行う場合について、支配株主と利害関係のない者からの意見の入手を実施することを求める制度を導入しました
。

＜上記の施策に対する評価及びその理由＞


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



ｄ　議決権行使の促進に関する施策

＜施策の概要＞

２００９年８月に、株主総会の招集通知等についてより早期に株主が閲覧できるようにするため、当取引所に対して提出を求め、当取引所ホームページに掲載することとしました。また、２０１０年６月には、議決権電子行使プラットフォームの利用促進も念頭に、実質的な株主の指図による株主総会議決権の行使にも配慮するよう上場会社に求めるものとしました
。
＜上記の施策に対する評価及びその理由＞


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



ｅ　その他の施策

ａ～ｄに挙げたもの以外に近年実施した施策（コーポレート・ガバナンスに関する施策以外の施策を含む。）について、ご意見がございましたら、お寄せください。

＜その他の施策に対する評価及びその理由＞

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



　②上場制度の改善に向けた今後の課題

広く当取引所の上場制度全般について、今後、改善すべき問題点、取り組むべき課題について、問題意識、具体的な問題事例、ご意見などをお寄せください。

＜上場会社のコーポレート・ガバナンスに関するもの＞

（例）

・コーポレート・ガバナンスのあるべき姿は、個々の企業の成り立ちや規模、業務の内容等により多様であって、一律に論じることは困難であるとの意見があるがどう考えるか。

・少数株主保護のために子会社上場を全面的に禁止すべきとの意見があるがどう考えるか。

・企業の不祥事や法令違反を抑止するために、監査役の一部を従業員が指名するべきであるとの意見があるがどう考えるか。

・監査役は①取締役会における議決権（業務執行者の任免権を含む）及び②妥当性の監査権を有しないため、経営陣に対する監督機能を発揮できないという意見があるがどう考えるか。監査役が監督機能を発揮するためには何が必要か。


＜その他、上場制度の改善に向けた今後の課題＞


以上
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（ご意見）























� 制度改正の詳細については当取引所ホームページ（http://www.tse.or.jp/rules/regulations/090730_a1.pdf）参照


� 制度改正の詳細については当取引所ホームページ（http://www.tse.or.jp/rules/regulations/091222_a1.pdf）参照


� 制度改正の詳細については当取引所ホームページ（http://www.tse.or.jp/rules/regulations/100629_a2.pdf）参照


� 制度改正の詳細については当取引所ホームページ（http://www.tse.or.jp/rules/regulations/090730_b1.pdf及びhttp://www.tse.or.jp/rules/regulations/100629_a2.pdf）参照
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